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市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 台東区 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 
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事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業内容 

市民後見人の受任に向け、基礎講習を修了して台東区社会福祉協議会にて

生活支援員や後見協力員として活動している後見人等候補者に対して、区の

地域特性の理解や知識の向上を目的に市民後見人活動実務研修を行う。 

 

（２）研修対象者 

基礎講習修了者 

 

（３）カリキュラム・開催日程 

３月開催予定 

内容検討中 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 台東区 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業内容 

 「台東区市民後見等に関する検討会」を設置し、市民後見人が適切に活動する

ために必要な支援策や育成研修、成年後見制度の利用促進について検討を行い、

市民後見人活用のための基盤整備を行う。 

 

（２）会員構成 

  学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、民生委員・児童委員の代表、 

 介護サービス事業者の代表、地域包括支援センターの職員、 

 台東区社会福祉協議会、区職員 

 

 

 

事業スケジュー

ル 

（予定を含む） 

 

 

 

 

 

 

検討会スケジュール 

開催回 開催予定日 検討内容 

第１回 6 月11 日 ○成年後見関連事業の実施状況について 

      ○台東区における市民後見人の定義とあり方について 

第２回 7 月11 日 ○市民後見人の活動に必要な支援策について 

      ○成年後見制度推進機関の体制について 
 

  

      ○成年後見制度促進の方策について     

第３回 9 月10 日 ○市民後見人の育成について       

第４回 11 月4 日 ○台東区市民後見に関する検討会報告書案について 
 

 

備     考 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

台東区市民後見等に関する検討会  

 

報 告 書  
 

 

 

 

 

 

 

 

台東区市民後見等に関する検討会 

平成２６年１１月 

 

 

 



 

 

市民後見人への期待 

 

 

 平成１２年４月、介護保険制度の施行と同時に、新しい成年後見制度が「車の両

輪」と言われてスタートしました。既に１５年が経過しようとしており、成年後見

制度の利用者は１４万人を超えたということです。しかし、団塊の世代が７５歳以

上になる２０２５年には、厚生労働省の最近の推計では認知症高齢者が４７０万人

にもなると推測されています。地域で暮らす知的障害者や精神障害者も増加すると

考えられ、成年後見制度への需要がますます高まっています。 

 こうした変化の中、最高裁判所が出している「成年後見関係事件の概況」による

と、後見制度の担い手も変わってきています。発足当時は、子どもや親などの「親

族後見人」が９割を超えていたのが、最新の資料（平成２５年１月～１２月）では、

弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人が５割を超えました。しかし、

こうした専門職だけでは需要に応えきれないと考えられ、「市民後見人」への期待が

高まっています。市民後見人は、それまでの社会経験を活かし、ボランティア精神

をもって、同じ地域で暮らす対等な市民として、専門職とは異なる後見活動の担い

手となることが期待されています。 

台東区でも市民後見人の育成をめざし、平成２６年６月に検討会を立ち上げまし

た。弁護士などの専門職とともに、介護サービスの担い手や民生委員の方々が、台

東区ならではの市民後見人の活躍に向けて、毎回、積極的な意見を提案してくださ

いました。区役所や社会福祉協議会の職員の方々も確実に作業を進め、ここに報告

書を完成することができました。そのめざすところは、「全ての区民が、安全・安心

に、自分らしく、生き生きと暮らせる台東区」の実現です。市民後見人が活躍して

いる自治体では、確実に地域が変わり、見守り・支え合いの輪が大きく広がってい

ます。これまでの台東区の蓄積に市民後見人の活動が加われば、まさに「にぎわい 

いきいき したまち台東」の更なる進展につながることが期待されます。そのため

にも関係者が協力し、区民一人ひとりが力を合わせて、報告書の提言を具体化し、

新しい地域作りに向かうことが求められます。 

 

 

平成２６年１１月 

   台東区市民後見等に関する検討会 

委員長  石渡 和実 
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１．成年後見制度とは 

 成年後見制度は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分に

なった方を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の２つから成り立

っている。 

認知症高齢者等判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金等の財産の管理、介護サ

ービスや施設入所の際の契約締結等を自分で行うことは困難だと考えられる。また、

自分に不利益な契約を十分理解できないまま結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐

れもある。 

このように自分一人では契約や財産の管理等をすることが難しい方について、本人

の権利を守る援助者を家庭裁判所が審判により選ぶことで本人を法律的に支援する

制度である。 

 

（１）成年後見制度の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

  

台東区の市民後見人は、すでに判断能力が不十分な状況となっている方を対象とし

た法定後見制度のみを対象とし、判断能力が低下した時に備えるための任意後見制度

については対象外とする。 

成 年 後 見 制 度 

法定後見制度（法律による後見制度） 任意後見制度（契約による後見制度） 

既に自分自身で法律行為を行うこ

とが難しい場合に、適任と思われる

成年後見人等を家庭裁判所が選任

する。 

将来、判断能力が衰えた時に備え、

あらかじめ任意後見人を決め、支援

してほしいことを公証人の作成す

る公正証書により、契約する。 

家庭裁判所に申立 

（申立者がいない場合は区長申立） 
公証役場で締結 

民 法 任意後見契約に関する法律 
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（２）法定後見制度の種類 

 法定後見制度は、判断能力に応じて以下の類型に分けられる。 

  後見 保佐 補助 

対象となる方 

（被後見人等（※１）） 

判断能力が 

全くない方 

判断能力が 

著しく不十分な方 

判断能力が 

不十分な方 

申立ができる方 
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、区市町村長等 

申立についての本人の同意  不要 不要 必要 

医師による鑑定 原則として必要 原則として必要 原則として不要 

成年後見人等（※２） 

が同意又は取り消す

ことができる行為 

日常の買い物等の

生活に関する行為

以外の行為 

重要な財産関係の権利

を得喪する行為等 

（民法第13条第1項記

載の行為） 

申立の範囲内で裁判所

が定める行為 

（民法第 13条第 1項記

載の行為の一部） 

（本人の同意が必要） 

成年後見人等に与え

られる代理権 

財産に関する全て

の法律行為 

申立の範囲内で裁判所

が定める特定の行為 

（本人の同意が必要） 

申立の範囲内で裁判所

が定める特定の行為 

（本人の同意が必要） 

※１被後見人等とは、法定後見制度の類型に応じた対象となる方であり、成年 

  被後見人、被保佐人、被補助人をいう。 

※２成年後見人等とは、法定後見制度の類型に応じた担い手であり、それぞれ 

成年後見人、保佐人、補助人をいう。 

（３）成年後見人とは 

①成年後見人等になれる人 

家庭裁判所に申立を行う際、申立人は後見人等候補者を推薦することが 

  できる。最終的に家庭裁判所が本人の状態に応じて相応しい人を後見人等 

  に選任する。主に後見人等となれる人は以下のとおりである。 

 

① 本人の親族 

  ② 法律・福祉の専門家（弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職） 

  ③ 法人（社会福祉協議会等） 

  ④ 市民後見人 

 

  ※親族が後見人等に選任された場合を、親族後見人と呼ぶ。 

親族以外の人が選任された場合を第三者後見人と呼び、②～④を第三者 

後見人と呼ぶ。 
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②成年後見人等ができること 

成年後見人等が主にできること（法的支援）は、財産管理と身上監護の２つに分

けられる。 

財産管理とは、被後見人の資産や負債、収入及び支出の内容を把握し、被 

後見人のために必要な支出を計画的に行いつつ、資産を維持していくことで 

ある。 

身上監護とは、介護契約や施設入所契約等、被後見人の身上の世話や療養 

 看護に関することである。（毎日の買い物や身体介護等は含まない。） 

後 見 人 の 活 動 内 容 

 

財 

産 

管 

理 

権利証や通帳等の保管 

収入（年金等）支出（公共料金等）の管理 

金融機関の手続き 

遺産相続等の手続き 

不動産等の重要な財産の管理、保存、処分 

身 

上 

監 

護 

被後見人の住居等に関すること（家賃の支払い等） 

医療に関すること（治療費の支払い等） 

介護・生活に関すること 

（介護サービスの契約や利用、費用の支払い等） 

施設の入退所に関すること 

（施設への入退所契約や費用の支払い等） 

リハビリに関すること（契約や費用の支払い） 

被後見人の見守り（定期的な訪問） 
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２．市民後見人とは 

 （１）市民後見人の定義 

市民後見人は、その定義や所掌範囲は明確にはないが、親族以外の人が選 

 任された場合を第三者後見人と呼び、第三者後見人の内、弁護士や司法書士、 

社会福祉士等の専門職（以下、専門職という。）が選任された場合を専門職後 

見人、専門職以外の一般市民から選任された場合を市民後見人と呼んでいる。 

また、研究会報告書等では市民後見人について以下のとおり示されている。 

 

○日本成年後見学会「市町村における権利擁護機能のあり方に関する研究会」 

平成 18年度報告書より 

弁護士や司法書士の資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般

市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた良質の第三者後見人

等の候補者 

 

○成年後見制度研究会「成年後見制度の現状の分析と課題の検討」報告書より 

市民後見人については、成年後見人等に就任すべき親族がおらず、本人に多額の財

産がなく紛争性もない場合について、本人と同じ地域に居住する市民が地域のネット

ワークを利用した地域密着型の事務を行うという発想で活用することが当面有効で

ある。 

 

○筑波大学法科大学院 上山教授「実践 成年後見 2009.１」より 

市民後見人に委嘱する事案としては、難易度の低い事案、たとえば具体的には「日

常的な金銭管理や安定的な身上監護が中心の事案、紛争性のない事案等、必ずしも専

門性が要求されない事案」が一般的に想定されている。 

 

（厚生労働省 市民後見関連情報より抜粋） 

 

（２）市民後見人に求められること 

 市民後見人は法律や福祉の専門家である専門職と同様、家庭裁判所から選任され、

法的に認められた権限をもって判断能力が不十分な方に対して支援を行う。同じ住民

の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うとともに、被後見人等に代わって法律

行為を行い、財産の管理を行うことから、高い倫理性、業務の公正性・透明性等が求

められる。 
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３．「台東区市民後見等に関する検討会」設置の背景 

 今後、認知症高齢者や親族等による成年後見の困難な方が増加すると見込まれるこ

とから、成年後見制度への需要の増大に対応するため、専門職のみでなく、市民後見

人の育成を図り、地域での活動を推進する取組みを進める必要がある。 

（１）成年後見制度申立件数（国・都） 

 

 

 

 

 

 

   

   ※平成 20年より年度集計から暦年集計へと変更となった。 

 

（２）区市町村長申立件数 

①全国・東京都の区市町村長申立件数 

年（平成） 全国  東京都（※） 
12年 23 8 
13年 115 34 
14年 258 53 
15年 437 86 
16年 509 109 

17年 666 140 
18年 1,033 199 
19年 1,564 297 
20年 1,876 348 
21年 2,471 459 
22年 3,108 524 
23年 3,680 595 
24年 4,543 739 
25年 5,046 841 

   ※平成 12年から平成 15年までの東京都の区市町村長申立件数については 

東京都福祉保健局調べの数値より作成。 

 

年（平成） 全国(※) 東京都 

12年 9,007 1,007 

13年 11,088 1,588 

14年 15,151 2,052 

15年 17,086 2,031 

16年 17,246 2,021 

17年 21,114 2,606 

18年 32,629 3,211 

19年 24,988 3,385 

20年 26,459 3,682 

21年 27,397 3,870 

22年 30,079 4,484 

23年 31,402 4,525 

24年 34,689 5,292 

25年 34,548 5,137 

（最高裁統計資料より作成） 

（最高裁統計資料より作成） 
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②台東区の区長申立件数 
   

年度 
 

件数 
申立事由（件数の内訳） 

認知症高齢者 精神障害 知的障害 

１４ 2 2 0 0 

１５ 2 2 0 0 

１６ 0 ― ― ― 

１７ 5 3 1 1 

１８ 1 1 0 0 

１９ 3 3 0 0 

２０ 5 4 1 0 

２１ 6 3 2 1 

２２ 10 6 3 1 

２３ 6 6 0 0 

２４ 14 13 0 1 

２５ 16  16   0     0 

合 計 70 59 7 4 

 

（３）台東区の成年後見制度の相談等の状況 

①成年後見制度の相談件数 

年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

地域包括支援センター 202 289 424 

高齢福祉課 135 286 591 

障害福祉課 3 5 2 

社会福祉協議会 196 167 179 

合計 536 747 1,196 

 

②社会福祉協議会の成年後見制度推進の実施状況 

○法人後見の相談・支援件数等の推移・・・平成２１年度より法人後見の受任開始 

 
年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

 
相談・支援件数 190 275 513 645 1,010 

 
利用者数 3 4 5 8 9 

○相談件数の推移 
      

 
年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

 

相談実数

(件) 
77 126 122 144 196 167 179 
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（4）台東区における成年後見の必要性 

①台東区の高齢者人口の将来推計 

台東区の高齢者人口は、平成２６年の約４万４千人からしばらくの間増加し、

平成３０年を境として緩やかに減少すると見込まれている。一方、前期高齢者人

口（６５歳以上７５歳未満）は平成２８年以降、緩やかに減少するが、後期高齢

者人口（７５歳以上）は増加を続け、平成３０年を境として後期高齢者人口が前

期高齢者人口を上回る見込みとなっている。 

 

②少子高齢化・核家族化の進行とともに、家族・親族や地域のつながりが希薄化し、

高齢者や障害者への日常生活における支援等の低下が懸念される。 

 

③高齢化率の高い台東区は、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加している。 

 ※Ｐ４４を参照 

 

④高齢者人口の増加に伴い認知症高齢者も増加しており、都内の認知症高齢者数は、

平成３７年には５２万人となる見込みである。（『東京都認知症高齢者自立度分布

調査（平成２３年１月）』から東京都福祉保健局高齢社会対策部が推計） 

 

高齢者人口の推移と将来推計 

 

前期・後期別高齢者人口の推移と将来推計 

 
← 実績 推計→ 

       
単位：人 

  平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年 平成３４年 平成３５年 平成３６年 

総人口 188,104  189,356  191,098  192,973  194,916  195,953  197,076  198,180  199,468  200,953  201,679  

高齢者人口 44,354  45,236  45,629  46,015  46,250  46,091  45,884  45,622  45,361  45,410  45,210  

高齢化率 23.6% 23.9% 23.9% 23.8% 23.7% 23.5% 23.3% 23.0% 22.7% 22.6% 22.4% 

← 実績 推計 → 
       

単位：人 

  平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年 平成３４年 平成３５年 平成３６年 

前期高齢者 

（６５～７４歳） 
23,081 23,694  23,605  23,411  23,124  22,546  22,225  22,336  21,705  20,681  19,722  

後期高齢者 

（７５歳以上） 
21,273  21,542  22,024  22,604  23,126  23,545  23,659  23,286  23,656  24,729  25,488  

前期高齢者比 52.0% 52.4% 51.7% 50.9% 50.0% 48.9% 48.4% 49.0% 47.8% 45.5% 43.6% 

後期高齢者比 48.0% 47.6% 48.3% 49.1% 50.0% 51.1% 51.6% 51.0% 52.2% 54.5% 56.4% 

台東区長期総合計画策定のための基礎調査をもとに作成 

平成２６年は４月１日現在の実績（平成２７年以降は推計） 

台東区長期総合計画策定のための基礎調査をもとに作成 

平成２６年は４月１日現在の実績（平成２７年以降は推計） 
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（５）市民後見人の必要性 

①後期高齢者の増加や成年後見制度の必要性の高まりにより、親族や専門職後見

人だけでは制度を担いきれなくなることが予想されている。このため、新たな

成年後見制度の担い手として市民後見人の育成を行う必要がある。 

 

②平成２３年６月に老人福祉法が改正され、成年後見人等を確保するため、区市

町村が主体となった市民後見人育成等の取組みに関する努力規定が新設され

た。（平成２４年４月施行）  

 

○老人福祉法 第３２条の２ 

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に

規定する後見、補佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行う

ことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務が適

正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

 

※市民後見人の活動や責任は、専門職後見人と異なることはない。 

成年後見制度の利用は、被後見人等を法的に支援する一方、被後見人等の権利 

を制限することにつながるという趣旨を十分に踏まえ、高い倫理性、業務の公 

正性・透明性等が求められる。市民後見人の育成や支援について検討する際に 

は、こうした点に十分留意する必要がある。 
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③市民後見人選任状況（２３区内） 

                      （平成２６年５月２０日現在） 

 

№ 

 

地域 

 

件数 

後 見 監 督 人（※）  

備  考 

（その他の監督人） 

 

なし 

 

あり 地区社協 その他 

１ 千代田区 １  １ １   

２ 中央区 ２  ２ ２   

３ 港区 ２  ２ ２   

４ 新宿区 １２  １２ １２   

５ 墨田区 １１  １１ １１   

６ 江東区 ２  ２ ２   

７ 品川区 ４５  ４５ ４５   

８ 目黒区 ３  ３ ２ １ 司法書士 

９ 大田区 １  １ １   

10 世田谷区 ５  ５ ５   

11 渋谷区 ３ １ ２ ２  監督なしの事案は複数後見 

12 中野区 １  １ １   

13 杉並区 ２  ２  ２ 杉並区成年後見センター 

14 豊島区 ７  ７ ７   

15 板橋区 ５  ５ ３ ２ 社会福祉士 

16 練馬区 ９  ９ ９   

17 足立区 １１  １１ １１   

18 江戸川区 １９  １９ １９   

区 部 計 １４１ １ １４０ １３５ ５  

市 部 計 ５７ １１ ４６ １９ ２７  

合   計 １９８ １２ １８６ １５４ ３２  

 

※成年後見人等の活動が適正に行われているかどうか、家庭裁判所や家庭裁判所

が選任した後見監督人が調査し、確認することを後見監督という。詳細につい

てはＰ２６「（２）市民後見人の活動が適正に行われるための後見監督」を参照。 
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（６）検討会設置について 

前記の状況を踏まえ、台東区として市民後見人を育成し活動を促進するため、

下記のとおり検討会を設置した。 

 

① 目  的 

 成年後見制度の担い手となる東京都台東区民の育成及び市民後見人が適切に

活動を行うための支援のあり方について必要な事項を検討するため、台東区市民

後見等に関する検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

②所掌事項 

検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 東京都台東区（以下「区」という。）における市民後見人のあり方に関す

ること。 

(２) 区における市民後見人の育成に関すること。 

 (３) 区における市民後見人への支援に関すること。  

（４） 区と成年後見制度推進機関との役割分担に関すること。 

 (５) その他、成年後見制度推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

③構 成 

検討会は、次に掲げる者のうちから、東京都台東区長が委嘱又は任命する会員

をもって構成する。 

 (１) 学識経験者   

 (２) 弁護士、司法書士及び社会福祉士  

 (３) 民生委員又は児童委員の代表 

 (４) 介護サービス事業者の代表 

 (５) 地域包括支援センターの職員 

 (６) 社会福祉協議会事務局次長 

 (７) 区の職員（福祉部長、福祉部福祉課長、福祉部高齢福祉課長、福祉部障 

害福祉課長、福祉部保護課長及び健康部保健予防課長） 
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④「台東区市民後見等に関する検討会」の検討事項 

Ⅰ．市民後見人のあり方について 

  １．台東区における市民後見人の定義 

  ２．市民後見人の名称 

  ３．市民後見人のあり方（倫理と行動規範） 

４．市民後見人の受任する事案の範囲（基準） 

５．市民後見人の活動 

Ⅱ．市民後見人の育成について 

  １．市民後見人育成の進め方 

  ２．研修カリキュラム 

  ３．誓約書 

Ⅲ．市民後見人が適切に活動を行うための支援策について 

  １．支援策 

  ２．市民後見人の活動が適正に行われるための後見監督 

  ３．市民後見人の後見報酬 

４．市民後見人の保険加入 

Ⅳ．市民後見人の受任について 

  市民後見活動受任調整委員会の設置 

Ⅴ．育成・支援体制について 

  １．区・社会福祉協議会の取組みのイメージ 

  ２．区・社会福祉協議会の支援内容（役割） 

Ⅵ．今後の成年後見制度利用促進の方策について 
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４．市民後見人のあり方について 

  

（１）台東区における市民後見人の定義 

   親族以外の人が成年後見人等に選任された場合を第三者後見人（※）と呼

び、第三者後見人の内、専門職が選任された場合を専門職後見人、専門職以

外の一般市民から選任された場合を市民後見人と呼んでいる。 

台東区は、住民相互で支え合う昔からの下町気質がある。市民後見人は、こ

うした区民としての特性を活かした後見活動を行う必要がある。このため、台

東区における市民後見人の定義を以下のとおりとする。 

※ Ｐ２「（３）成年後見人とは」の項を参照 

 

①台東区民であること。 

②専門職ではない一般区民を担い手とする。 

   ③家庭裁判所から選任された第三者後見人である。 

   ④ボランティア精神に基づく後見活動である。 

   ⑤区民としての特性を活かした支え合いの後見活動である。 

   ⑥区が実施する市民後見人育成研修を修了した方。 

 

 

（２）市民後見人の名称  

   台東区の成年後見制度の担い手としてボランティア精神に基づき活動する 

市民後見人を、区民が親しみを持ちやすく、また、活動が広く周知されるよ 

う「区民後見人」と呼ぶものとする。 

   本編では一般的な呼称である「市民後見人」として統一し、今後周知等を 

行う際は「区民後見人」とする。 
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（３）市民後見人のあり方（倫理と行動規範） 

市民後見人は、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う立場であ 

ることを念頭に置き、後見活動を行う必要がある。このため、後見活動の指針 

となる倫理及び行動規範を以下のとおりとする。 

 

①成年被後見人、被保佐人、被補助人（以下「被後見人等」という。）の意思を 

 尊重する。 

②被後見人等の権利が擁護されるよう代弁し、行動する。 

③財産管理と身上監護（身の回りの世話等の実際の介護・看護は含まない） 

を誠実に行う。 

④被後見人等の最善の利益を優先し、公正かつ誠実に判断する。 

⑤被後見人等の地域生活が維持できるよう適切な支援を行う。 

⑥被後見人等のプライバシーを守り、秘密を保持する。 

⑦後見活動等を通じて、市民後見人の社会的信用を高め、成年後見制度の普及 

に努める。 
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（４）市民後見人の受任する事案の範囲（基準） 

  

 市民後見人は、一般の市民がボランティア精神に基づき後見活動を行うも 

のである。このため、専門職が担うべき事案とは領域を分ける必要がある。 

そこで、市民後見人が受任する時点で下記の項目に該当する事案を担うも 

  のとする。 

 

①不動産の管理・処分等の専門的な対応がないこと。 

②親族のかかわりが少なく、親族間で予想される紛争性がないこと。 

③後見等の対象となる方につき、自傷や他害等がなく、身上監護が困難ではない 

こと。 

④区民としての特性を活かした支え合いの身上監護等が必要となる事案であること。 

⑤その他、事案ごとに市民後見活動受任調整委員会にて個別に判断を行うことと

する。（※） 

 

 

※①～④の基準のみで、画一的に市民後見人が担うに相応しい事案であると決定 

することは難しい。 

このため、個別の事案ごとに専門家を含む「市民後見活動受任調整委員会」にて 

判断することが必要である。 
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（５）市民後見人の活動 

 

後 見 活 動 
専門職

後見人 

市民 

後見人 
課  題 

財 

産 

管 

理 

権利証や通帳等の保管 ○ △ 
被後見人等の通帳や印鑑等、管理状況

を定期的に監督することが必要 

収入（年金等）支出（公共料

金等）の管理 
○  △ 日常的な収支管理等については、事故

や不正を防ぐため、定期的な監督が必

要 
金融機関の手続き ○  △ 

遺産相続等の手続き ○  × 
①不動産等の処分は専門的な知識が必

要となるため、市民後見人は適さない 

②市民後見人受任後に相続等の課題が

生じた場合には、専門家等へ業務を依

頼できる体制が必要 

不動産等の重要な財産の管

理、保存、処分 
○  × 

身 
 

上 
 

監 
 

護 

被後見人等の住居等に関す

ること（家賃の支払い等） 
○ ○ 

家賃の支払い状況等について監督が必

要 

医療に関すること 

（治療費の支払い等） 
○ △ 

後見人等は、被後見人等の手術に関す

る医療同意は認められていないが、医

療機関に医療同意を求められた場合等

に、相談できる場が必要 

介護・生活に関すること 

（介護サービスの契約や利

用、費用の支払い等） 

○ △ 

被後見人等の意思や必要な支援につい

て確認し、必要なサービスを提供でき

るよう、関係機関との連携や検討・相

談できる場が必要 

 

施設の入退所に関すること 

（施設への入退所契約や費

用の支払い等） 

○ △ 

リハビリに関すること（契約

や費用の支払い） 
○ △ 

被後見人等の見守り（定期的

な訪問） 
○ ○ 

事

務 

家庭裁判所等への報告 

（収支状況や財産目録等） 
○ △ 

提出書類の作成方法や活動記録の書き

方等の支援が必要 

○・・・専門性や経験等が求められる活動 

△・・・一定の専門性は備えているが、他からの支援を必要とする場合がある活動 

×・・・専門性や困難度が高いため、市民後見人よりは専門職が担うことが相応しい活動 
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倫理性 

地域性(区民としての特性） 

経験 

５．市民後見人の育成について 

 

台東区が目指す市民後見人が備えるべき適性や知識等を下記（市民後見人像） 

に示す。 

 

【市民後見人像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①台東区が目指す市民後見人像の実現に向けて、研修による育成から受任ま 

でを一体的に進める。 

 

②市民後見人が後見活動を円滑に行うために必要な知識や技術、倫理性等を 

 十分備えることができるよう育成に努める。

A.ボランティア精神 

B.一定の専門性 
C.公正・誠実 

市民後見人 
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（１）市民後見人育成の進め方 

台東区の市民後見人の育成から受任までの進め方を下記に示す。 

なお、各項目（①～⑫）の説明は、Ｐ１８以降に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研  修 

 

①広報・ホームページ、チラシ等にて

受講希望者を募集 

④市民後見人育成基礎研修 

 

③受講希望者の受付 

 

社会福祉協議会で生活支援員として活動 

修了者のみ（原則全日参加） 

生活支援員として

活動 

⑩市民後見人候補者としての登録 

    ・誓約書の提出 

市民後見人候補者として適任

者を家庭裁判所へ推薦 

後見人等候補者として専門職

を推薦 

 

市民後見人が受任 

するのが適当 

募  集 

市民後見人 

受任 

②オリエンテーションの開催 

   ⑦面接・意思確認 

修了者 

   ⑫市民後見人候補者の受任調整 

専門職が受任するのが適当 

市民後見人受任 

⑪社会福祉協議会で後見協力員として活動 

 

研修を継続して受講する意思はな

いが、生活支援員として活動する

意思のある方 

①成年後見連続講座受講者に 

受講希望者を募集 

⑤面接・意思確認 

専門職後見人受任 

⑧市民後見人活動実践研修 

 

⑨面接・意思確認 
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Ｐ１７（１）市民後見人育成の進め方の項目①～⑫については下記に示す。 

 

①市民後見人育成基礎研修受講者の募集 

   ○社会福祉協議会が実施する成年後見制度連続講座（※）参加者を対象に市民後見 

人育成基礎研修の受講希望者を募集する。 

○広報たいとう、ホームページ、チラシにて一般区民を対象として市民後見人育成 

基礎研修受講希望者を募集する。 

※平成２６年度 成年後見制度連続講座 

 

②市民後見人育成基礎研修のオリエンテーションの実施 

   ○市民後見人育成基礎研修受講希望者を対象に、市民後見人育成のための事業の趣

旨や市民後見人の活動について十分理解したうえで受講申し込みができるようオ

リエンテーションを行う。 

○オリエンテーションの実施により、市民後見人を目指す熱意のある受講希望者を 

 募り、市民後見人の候補者として相応しい人材を確保する。 

③受講希望者の受付 

   ○効果的な研修実施のため、受講希望者の熱意や適性等を把握し、指導方針等を検

討する必要がある。そのために必要な情報を収集する。 

   ○上記の情報を収集するため、受講希望者は、応募時に経歴書及び志望動機等を記

載した「受講届」を提出する。 

④市民後見人育成基礎研修 

    各教科を担当する講師は、カリキュラムの内容に応じて学識経験者、専門職及び

区の職員等に依頼するものとする。 

カリキュラムについてはＰ２１（２）研修カリキュラムに示す。 

 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回 

内

容 
成年後見制度ってなに？ 
～家族と自分の安心のために～ 

成年後見制度を利用するには 
～申立の仕方・申立書の書き方に

ついて～ 

これで安心、遺言制度 
～自筆遺言と公正証書遺言～ 
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⑤面接・意思確認（基礎研修修了後） 

面接を行い、引き続き市民後見人育成実務研修を受講する意思があるか否か意思 

確認を行う。 

 

⑥市民後見人育成実務研修 

市民後見人育成実務研修として、被後見人等との良好な関係性やコミュニケー 

ション、支援のあり方等を身に付けるため、社会福祉協議会事業である地域福祉 

権利擁護事業の生活支援員活動に原則１年従事する。 

 

⑦面接・意思確認（実務研修修了後） 

面接により、修了者が市民後見人候補者として市民後見人受任に向けて、継続し 

て市民後見人活動実践研修を受講するか否かの意思確認を行う。 

 

⑧市民後見人活動実践研修 

市民後見人活動を円滑に行えるよう、より実践的、かつ、専門性の高い市民後見 

   人活動実践研修を実施し、市民後見人受任に向けた実務を身に付ける。 

 

⑨面接・意思確認（実践研修修了後） 

    面接により、修了者が市民後見人候補者登録の意思があるか否かの意思確認を 

   行う。  
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⑩市民後見人候補者としての登録 

    東京家庭裁判所の指導により、区が成年後見人等候補者として市民後見人を推薦

する場合には、区が市民後見人候補者の登録名簿を東京家庭裁判所に提出する必要

がある。 

○対象：以下の要件を満たす者 

ⅰ研修の全科目を修了した者 

ⅱ市民後見人として活動する意思のある者 

   ○市民後見人候補者は、近い将来、市民後見人として活動することになる。研修の

修了者は、市民後見人候補者として区の登録名簿に掲載される際に、後見活動の

遵守事項や行動規範に従うことを誓約する書面を提出する。これにより、市民後

見人候補者の誇りと信頼性の確保を図る。区は、誓約書提出を受けて市民後見人

候補者として名簿に登録する。 

 

⑪後見協力員としての活動 

    社会福祉協議会にて後見協力員として活動するとともに、申立手続きの支援や家 

庭裁判所へ提出する報告書の作成等、市民後見人の受任に向けて後見活動の実務を 

学ぶ。 

  

  ⑫市民後見人候補者の受任調整 

   市民後見活動受任調整委員会を設置して対応。詳細はＰ２７に示す。 
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（２）研修カリキュラム 

「市民後見人候補者の育成に係る検討会報告書（東京都福祉保健局）」を参考に作成。 

 

○市民後見人育成基礎研修カリキュラム 

科目 内  容 時間 

基 
 

礎 
 

研 
 

修 

① 成年後見制度の基本理念と概要 3 

② 被後見人等への支援の基本的な視点 2 

③ 福祉サービスと社会資源の活用 3 

④ 支援のための法律知識 3 

⑤ 市民後見人の基本姿勢 2 

⑥ 市民後見人の後見活動について 2 

⑦ 障害の理解と対象者理解  

（知的障害・精神障害） 

2 

⑧ 障害の理解と対象者理解（認知症） 2 

⑨ 消費生活相談の実態とその対応 2 

⑩ 後見活動の実例 2 

⑪ 後見活動における活動報告 2 

⑫ 特別養護老人ホーム等見学 2 

計 27 
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○市民後見人活動実践研修カリキュラム 

科目 内  容 時 間 

実 
 

践 
 

研 
 

修 

① 後見活動に係る法的知識（応用） 2 

② 傾聴・対人援助 2 

③ 様々な場面における成年後見人等としての 

対応演習 

2 

④ 介護保険制度について 2 

⑤ 高齢者の心理 2 

⑥ 台東区における福祉サービスの実態に 

ついて 

2 

  ⑦ 後見関係事務演習（申立時書類、財産目録、             

後見等計画書、収支予定表、報告書、 

終了時手続き等） 

6 

⑧ 後見監督・サポート 2 

⑨ 市民後見のあり方 2 

計 22 
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（３）誓約書 

（表面） 

 

 誓 約 書 

 

平成  年  月  日 

 

台東区長 様 

台東区社会福祉協議会会長 様 

                                                     

                                                   住所             

 

氏名               ○印  

 

   私は、台東区市民後見人育成研修を修了し、台東区市民後見人等候補者（以下、「後見人 

等候補者」という。）としての登録を希望します。 

後見人等候補者としての活動並びに成年後見人、保佐人、補助人（以下「後見人等」と 

  いう。）の受任（「台東区市民後見人」といい、以下「市民後見人」という）にあたっては、 

  下記の条項を遵守し、裏面の「台東区市民後見人の行動規範」に従い、誠実に活動するこ 

とを誓います。 

 

記 

 

 

１ 成年後見制度の趣旨を踏まえ、成年被後見人、被保佐人、被補助人（以下、「成年被後 

見人等」という。）の意思を尊重し、かつその生活状況や心身の状況に十分配慮し、 

注意義務を怠りません。 

 

２ 活動上知り得た情報を、活動期間中及び活動終了後においても他に漏らしません。 

 

３ 後見等事務において故意過失によって他に損害を発生させたときは、その責任の賠償の 

責を負います。 

 

４ 市民後見人としての立場、役割を十分理解し、成年被後見人等、関係機関、台東区民の 

信頼に応えるよう努めるとともに、信頼を損ない、また、誤解を招く行為は行いません。 

 

５ 後見活動期間中及び活動終了後においても、後見活動に要した適正な費用及び報酬以外、 

一切の金品財産の受け取りは致しません。 

 

６ 活動期間中は、後見監督人である台東区社会福祉協議会の指示に従い、活動します。 
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（裏面） 

台東区市民後見人の行動規範 

 

① 成年被後見人等、被保佐人、被補助人（以下「被後見人等」

という）の意思を尊重する。 

② 被後見人等の権利が擁護されるよう代弁し、行動する。 

③ 財産管理と身上監護（身の回りの世話等の実際の介護 

・看護は含まない）を誠実に行う。 

④ 被後見人等の最善の利益を優先し、公正かつ誠実に判断 

する。 

⑤ 被後見人等の地域生活が維持できるよう適切な支援を 

行う。 

⑥ 被後見人等のプライバシーを守り、秘密を保持する。 

⑦ 活動を通じて、市民後見人の社会的信用を高め、成年後見 

制度の普及に努める。 
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６．市民後見人が適切に活動を行うための支援策について 

（１）支援策 

  市民後見人は、原則として一人で被後見人等に対して財産管理や身上監護等を行うこ

とになる。 

このため、被後見人等の親族や関係機関等との間で、被後見人等の処遇や事務管理の

あり方について、意見の相違等の問題を抱えることも想定される。また、市民後見人が

悩みを抱えたまま孤立する場合も想定される。 

こうした課題を解決し、市民後見人が円滑に後見活動を行えるよう、支援する必要が

ある。 

このため、区や社会福祉協議会（成年後見制度推進機関）は、相互に協力し、市民後

見人の活動を下記のとおり支援する。 

 

①定期的な相談 

ケース検討会議を定期的に開催し、必要に応じて専門職等による相談・助言

等の対応援助を行う。（参加者：市民後見人、専門職、区、社会福祉協議会等） 

 

②随時行える相談 

 ○市民後見人が法律上の専門的な課題等に直面した場合に、社会福祉協議会

が窓口となり、弁護士等の専門職に相談を行えるようにする。 

 ○さまざまな福祉サービスの中から、被後見人等が迅速・的確に必要なサー

ビスを受けることができるよう、市民後見人が区の窓口や専門機関に相談

できるようにする。 

 

③フォローアップ 

   ○市民後見人の知識や技術の向上を目的に、区及び社会福祉協議会が研修会

を実施する。 

   ○専門職後見人に市民後見人や市民後見人候補者が同行し、実際の後見活動

を経験する機会を設ける。 
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④市民後見人交流会の開催 

     市民後見人が孤立しないよう、地域のネットワークを活用し、市民後見人

相互で、または区や社会福祉協議会、専門職との情報交換ができる場を設定

し、定期的に交流会を開催する。 

  

 （２）市民後見人の活動が適正に行われるための後見監督 

 市民後見人の活動が適正に行われているかどうか、家庭裁判所や家庭裁判 

所が選任した後見監督人が調査し、確認することを後見監督という。 

 被後見人等の財産管理や身上監護の状況について、後見人等が行った活動 

記録の報告書、収支管理の報告書、財産目録の他、通帳や領収書のコピーの 

提出等が求められる。 

 後見人等に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由 

があるときは、家庭裁判所は、後見監督人等の請求により、又は職権で後見 

人等を解任することができる。 

 後見監督人の職務は他にも、後見人等が欠けた場合にその選任を家庭裁判 

所に請求すること等がある。 

 市民後見人の後見監督は社会福祉協議会（成年後見制度推進機関）が行う 

こととする。 

 

（３）市民後見人の後見報酬 

成年後見人等の報酬は、民法第８６２条により「家庭裁判所は、後見人及び被後 

見人等の資力その他の事情によって、被後見人等の財産の中から、相当な報酬を後 

見人に与えることができる」とされている。 

報酬付与の審判の申立については、自治体により考え方が異なり、市民後見人の 

申立を認める考え方と、市民後見人の活動はボランティア精神に基づくものである 

ため、申立は認めない考え方がある。 

本区では、いずれによるか検討した。 

 

市民後見人による家庭裁判所への報酬付与の審判の申立は、妨げないものと

する。 
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（４）市民後見人の保険加入 

市民後見人が後見活動に従事する場合、被後見人等に損害を与えることも 

想定される。このため、損害保険への加入について検討した。 

 

市民後見人として活動する際、職務遂行時の無過失または過失による事故に

より被後見人等及び第三者に損害を与えてしまった場合等に備えて、市民後見

人受任時に損害保険に加入するものとし、保険料は区の負担とする。 

 

 

７．市民後見人の受任について 

市民後見活動受任調整委員会の設置 

   区は、市民後見人候補者を家庭裁判所へ推薦するにあたり、個別の事案に

ついて市民後見人が受任することが相応しいかの判断を行うとともに、被後

見人等と市民後見人候補者を結びつける仕組みを整備することが必要である。

このため、市民後見活動受任調整委員会を設置する。 

  

推薦する市民後見人候補者を決定するため、登録者の研修の受講歴、取組み

姿勢、適性等の情報が必要となる。このため、区及び社会福祉協議会は研修受

講者の情報を適切に管理する。 
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（２）区・社会福祉協議会の支援内容（役割） 

育成・活動支援 台 東 区  
社会福祉協議会 

（成年後見制度推進機関） 

専門職団体 

（専門職による支援） 

①募集・オリエンテーション ○受講者の募集 

○オリエンテーションの実施 

○区民への周知 

 

②市民後見人育成基礎研修 ○職員の講師派遣 

○育成基礎研修実施の支援 

○育成基礎研修の実施 ○講師の派遣 

③市民後見人育成基礎研修

修了者への面接 

○面接の実施 

 

○面接の協力 

④市民後見人育成実務研修  ○育成実務研修の実施 

○生活支援員への登録 

 

⑤市民後見人育成実務研修

修了者への面接 

○面接の実施 

 

○面接の協力 

⑥市民後見人活動実践研修 

 

○職員の講師派遣 

○実践研修実施の支援 

○実践研修の実施 ○講師派遣 

⑦市民後見人候補者名簿登

録の意思確認・面接 

○面接の実施 

 

○面接の協力 

⑧市民後見人候補者名簿 

への登録 

○市民後見人候補者名簿

への登録・管理 

  

⑨市民後見活動受任調整 

委員会による審査・区の 

家庭裁判所への推薦 

○区長申立事案におい

て、市民後見活動受任調

整委員会を開催 

○受任調整委員会で決定

された市民後見人候補者

について区が審査・決定

し、家庭裁判所へ推薦 

○市民後見人候補登録者

の中から、個別の事案に

相応しい適性のある方を

調整候補者として市民後

見活動受任調整委員会へ

推薦 

○受任調整委員会

への参加 

⑩家庭裁判所による 

後見監督人の選任 

 ○後見監督の受任 

 

 

⑪市民後見人支援策の実施 ○市民後見人支援策の実

施のため、社会福祉協議

会等と連携 

○市民後見人への日常的

な助言・相談 

○ケース検討会の実施 

○交流会の実施 

○市民後見人への

専門的な助言・支援 
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９．今後の成年後見制度利用促進の方策について 

成年後見制度については、台東区高齢者実態調査（平成２５年度）では７４．２％、

台東区障害者実態調査（平成２５年度）では５６．２％、区民サポーターアンケート

調査（平成２６年度）では９０．２％が「知っている」又は「聞いたことがある」と

の回答であり、更なる普及・啓発を図る必要がある。このため、成年後見制度利用促

進の方策を検討した。 

※アンケート調査結果はＰ４２以降に掲載。 

 

① パンフレット・ホームページを活用した制度周知 

成年後見制度の名称は知っていても、具体的な内容がわからないという意見

が多い。このためプライバシーに配慮しながら事例や Q＆A をパンフレットやホ

ームページに掲載し、区民に周知する。 

 

② 介護サービス事業者への制度周知 

 成年後見制度を利用する可能性が高い高齢者やその家族に制度を周知する

必要がある。そのためにはまず、高齢者と家族に接する機会の多い介護サービ

ス事業者が成年後見制度の理解を深めることが重要である。このため、介護サ

ービス事業者連絡会等の機会をとらえて制度を周知し、日常の相談業務等を通

じて区民への啓発・普及を図る。 

 

③ 演劇・落語等を活用した制度周知 

複雑な制度の内容をわかりやすく周知するため、演劇や落語等を活用するこ

とを検討する。 
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  ④ 講演会等の実施 

成年後見制度は、財産の有無にかかわらず、例えば介護サービスを利用する

ためには契約行為が必要となる等の身近な課題を解決する仕組みである。にも

かかわらず成年後見は財産管理のための制度で自分には関係ないという人が多

い。このため、区民の身近なテーマの中で成年後見制度を取り入れた講演会等

を行う。 

（例：介護サービスの契約や預貯金の引出し等、判断能力が十分でない方が

行う場合トラブルが生じる恐れがある等の身近なテーマや、高齢者虐待防止等） 

⑤ 申立手続きのサポート 

複雑な申立書類の書き方や申立手続きについて、家庭裁判所へ申立書を提出

するまでの支援の方策を実施する。 
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１．「台東区市民後見等に関する検討会」設置要綱 

 

台東区市民後見等に関する検討会設置要綱 

 

平成２６年 ５月 １日 

２６台福福第６６－２号 

 

（目 的） 

第１条 成年後見制度の担い手となる東京都台東区民の育成及び市民後見人が適切に活動

を行うための支援のあり方について必要な事項を検討するため、台東区市民後見等に関

する検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 東京都台東区（以下「区」という。）における市民後見人のあり方に関すること。 

(２) 区における市民後見人の育成に関すること。 

 (３) 区における市民後見人への支援に関すること。  

（４） 区と成年後見制度推進機関との役割分担に関すること。 

 (５) その他、成年後見制度推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

（構 成） 

第３条 検討会は、次に掲げる者のうちから、東京都台東区長が委嘱又は任命する会員を

もって構成する。 

 (１) 学識経験者   

 (２) 弁護士、司法書士及び社会福祉士  

 (３) 民生委員又は児童委員の代表 

 (４) 介護サービス事業者の代表 

 (５) 地域包括支援センターの職員 

 (６) 社会福祉協議会事務局次長 

 (７) 区の職員（福祉部長、福祉部福祉課長、福祉部高齢福祉課長、福祉部障害福祉課

長、福祉部保護課長及び健康部保健予防課長） 

 

 

 



 

34 

 

（会員の任期） 

第４条 検討会の会員の任期は１年とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 検討会に会長及び副会長を各１名ずつ置く。 

２ 会長は、会員の互選により選出し、副会長は会長が指名する者をもって充てる。 

３ 会長は、検討会を代表し会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

５ 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指定する会員が、会長の職

務を代理する。 

 

（会議及び会議録等の取扱い） 

第６条 会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下「会議録等」という。）は、原則とし

て公開するものとする。ただし、会長又は会員の発議により出席会員の過半数により議

決したときは会議又は会議録等を公開しないことができる。 

２ 会議又は会議録等を公開するときは、会長は必要な条件を付することができる。 

 

（招 集） 

第７条 検討会は会長が招集する。 

２ 会長は、会員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（事務局） 

第８条 検討会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。 

 

（委 任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

  

附 則   

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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２．「台東区市民後見等に関する検討会」会員名簿 

No. 区 分 氏 名 所 属 

１ 学識経験者 石渡 和実 東洋英和女学院大学 教授 

２ 弁護士 芳仲 美惠子 台東区法曹会 

３ 司法書士 中井川 洋平 
（公社）成年後見センター・ 

リーガルサポート東京支部 

４ 社会福祉士 小林 勲 
（公社）東京社会福祉士会 

権利擁護センター ぱあとなあ東京 

５ 民生委員・児童委員 加藤 利夫 台東区民生委員・児童委員代表 

６ 介護サービス事業者 加藤 元昭 台東区介護サービス事業者連絡会代表 

７ 地域包括支援センター 水野 尚子 くらまえ地域包括支援センター 

８ 社会福祉協議会 加藤 敏明 台東区社会福祉協議会事務局次長 

９ 

区職員 

田邉 英一 台東区福祉部長 

１０ 飯島 守人 
（福祉課長事務取扱） 

台東区福祉部参事 

１１ 梶 靖彦 台東区福祉部高齢福祉課長 

１２ 堤 照幸 台東区福祉部障害福祉課長 

１３ 飯田 俊行 台東区福祉部保護課長 

１４ 植原 昭治 台東区健康部保健予防課長 
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３．「台東区市民後見等に関する検討会」開催経過 

 

 

４．主なテーマに対する意見 

主なテーマ 主な意見 

台東区における市民後見人の

定義とあり方について 

・「区民であること」だけではあいまいになるので、専門職ではない

一般区民を担い手とするということを追加とした方が良いのではな

いか。 

・台東区は住民相互で支え合うべきという昔からの下町気質がある。

市民後見人の活動も、区民としての特性を活かした支え合いの後見

活動であるとすべきではないか。 

市民後見人の名称について ・台東区では市民後見人を、区民が親しみを持ちやすく、また、活

動が広く周知されるよう区民後見人と呼ぶほうがいい。 

・区民の感覚としては、区民後見人とした方が自分たちのことだと

感じやすい。 

・区民の意識を配慮すると、区民後見人とした方がイメージしやす

いのではないか。 

開催回 開催日 検討内容 

第１回 平成２６年６月１１日 

 

（１）成年後見関連事業の実施状況について 

（２）台東区における市民後見人の定義とあり方について 

第２回 平成２６年７月１１日 

 

（１）市民後見人の活動に必要な支援策について 

（２）成年後見制度推進機関の体制について 

（３）成年後見制度促進の方策について 

第３回 平成２６年９月１０日 市民後見人の育成について 

第４回 平成２６年１１月４日 台東区市民後見等に関する検討会報告書案について 
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市民後見人のあり方（倫理と

行動規範）について 

・後見活動を行う中で、常に市民後見人として基本に立ち返ること

ができる行動規範が必要ではないか。 

・基本的には同じ地域の方が市民後見人となるので、情報管理や個

人情報保護に関する倫理意識の醸成は確実に行わなければならず、

プライバシーに関する項目をいれるべきではないか。 

・倫理意識についてはかなり厳しく研修の中で行っていただきたい。

倫理感覚を持つことは、後見人等として非常に大事な要素である。 

・地域福祉の一つとして市民後見制度を位置づけることが大事であ

る。 

市民後見人の受任する事案の

範囲（基準）について 

・施設入所に限定しない方が良いのではないか。施設に入所してい

ると身上監護の負担が少ないので、市民後見の初任者が受任するに

は適切ではある。ただ、施設入所だけに限定してしまっては、市民

後見人が受任できる事案はそれほど多くなく、今後、専門職だけで

は支え切れないと予想される成年後見制度のニーズを支えていける

のか不安なところがある。 

・市民後見人を受任後に、予想外の親族間の紛争等が起こる可能性

もあるが、市民後見人の受任の段階では、親族間の紛争がない事案

に限らないと、市民後見人の負担が大きいのではないか。 

市民後見人の育成について ・倫理観や社会的役割について、研修や面接を通して徹底して学ん

でもらうことが必要ではないか。 

・基礎研修から実務研修まで３年かかるので、期間を短くした方が

良いのではないか。 

・実務研修は現行の２年は長いかと感じる。個別の適性等もあるか

と思うが、基本は１年でいいかと考える。 

市民後見人が適切に活動を行

うための支援策について 

・市民後見人が問題を抱え込まずに、比較的短時間に問題を解決で

きるように、随時相談を行える仕組みが必要ではないか。 

・初めて後見人等をやる方には、専門職と一緒に活動できるような

仕組みや場が必要ではないか。 

・被後見人等が第三者に損害を与えてしまう場合も想定されるため、

市民後見人が安心して活動できるよう保険の加入が必要であり、保

険料の支援が必要ではないか。 

市民後見人の受任について ・社会福祉協議会が法人後見を受任している事案で、市民後見人候

補者の中で適任であると思われる人がいたら、バトンタッチしてい

くのが理想に近いのではないか。 

・最終的には受任調整委員会を経て、個別の事案に対して、被後見

人等との関係性など適切な方を家庭裁判所へ推薦することとなる。

そのため、たとえやる気のある方でも、事案によっては選任されな

いことが有り得ることを、研修や面接等で伝えていくべきではない

か。 
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今後の成年後見制度利用促進

の方策について 

・成年後見制度については、財産管理のことだと思われている方も

多いと思うので、自分には関係ないと思っている方も多い。財産管

理だけではなく、身上監護や虐待防止と絡める等、身近なテーマに

関わってくるというような取り組みを行ってはどうか。 

・例えば落語家等を呼んで後見落語を行うなど、区民が興味や関心

を持てるような形態での周知・啓発を行ってはどうか。 

その他 成年後見人等の後見報酬助成について、弁護士会、司法書士会、

社会福祉士会の三士会共同で、都内区市町村の議会に対して、対

象を首長申立だけではなく親族申立に拡大を求める陳情を提出

し、台東区では趣旨採択となった。成年後見制度が広く利用され

るよう、今後もぜひ一緒に協力していきたい。 
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５．成年後見制度関係資料 

成年後見制度に係る福祉制度の変遷 

 福 祉 制 度 

昭和２１年 

 日本国憲法公布 

◆児童福祉法・身体障害者福祉法・生活保護法制定 

昭和２６年 

 社会福祉事業法制定 

◆社会福祉事業・社会福祉審議会・福祉事務所 

社会福祉協議会・社会福祉主事・社会福祉法人等の規定 

昭和３０年～４０年 

 福祉充実・国民皆保険

の時代 

◆国民健康保険法・国民年金法・知的障害者福祉法 

老人福祉法・児童手当法等を制定 

昭和５０年～６０年 

 福祉改革と民間活力導

入 

「高齢者保健福祉推進１０か年戦略」制定 

 高齢者の保健・医療・福祉が一体となり、施設福祉から在宅

福祉へ転換、市町村ごとに老人保健福祉計画を策定 

昭和５８年 ◆老人保健法制定  

→ 健康保険法等の一部を改正する法律により、平成２０年

高齢者の医療の確保に関する法律に改称（後期高齢者医療制度

発足） 

平成１２年 

社会福祉の基礎構造改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会福祉事業法を「社会福祉法」へ改正・改称 

・利用者が自ら選択でき、自己決定できる仕組みへと変化 

・福祉サービス利用者の負担を応能負担から応益負担へ転換 

◆介護保険法施行  

＊介護保険制度の創設 ・・・措置から契約へ 

 利用者が自らサービスを選択し、契約に基づいて介護サービ

スを利用する仕組み 

◆民法改正、成年後見制度施行（配偶者法定後見人制度の廃止） 

 判断能力が不十分な人の権利を擁護するための制度 

▽民法第５章  後見 

 第８５８条 成年後見人の意思及び身上の配慮 
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平成１２年   「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産

の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意

思を尊重し、かつ、その身上の状態及び生活状況に配慮しな

ければならない。」と規定 

○改正老人福祉法、知的障害者福祉法等施行 

＊成年後見制度創設に伴い、区市町村長に審判の申立権を付与 

平成１５年 支援費制度施行 

 障害者の福祉サービスを利用するための契約制度 

平成１８年 

 

 

◆障害者自立支援法施行 

◆高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法

律（高齢者虐待防止法） 

▽高齢者虐待防止法 第２８条 

 「国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待

を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者

の被害を防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のため

の措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための

措置を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるよう

にしなければならない。」と規定 

○改正介護保険法 ・・・平成１８年４月施行 

 地域支援事業創設に伴い、高齢者に対する虐待防止等の「権

利擁護事業」を必須事業と位置付ける。 

平成２３年６月 

 

 

 

 

 

 

 

◆老人福祉法 改正 

 成年後見人等を確保するため、区市町村が主体となった市民

後見人育成等の取組みに関する努力規定の新設  

・・・平成２４年４月１日施行 

▽老人福祉法 第３２条の２ 

「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資す

るよう、民法に規定する後見、補佐及び補助（以下「後見等」

という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活

用を図るため、研修の実施、後見等の業務が適正に行うことが

できる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。」と規定 
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平成２４年１０月施行 ◆障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する

法律（障害者虐待防止法） 

▽障害者虐待防止法 第４４条 

「国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待

を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取

引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制

度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担

の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広

く利用されるようにしなければならない。」と規定 

・障害者自立支援法において成年後見制度の利用の促進を規定 

 市町村の「成年後見制度利用支援事業」が平成２４年度から、

「成年後見制度法人後見支援事業」が平成２５年度から、障害

者総合支援法に基づく、地域生活支援事業の必須事業と位置付

けられる。 

平成２５年４月施行 成年後見制度利用支援事業を規定する「障害者自立支援法」

を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」（障害者総合支援法）として施行 
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アンケート調査結果 

 （１）平成２５年度台東区高齢者実態調査 

平成２５年度に実施した台東区高齢者実態調査によると、成年後見制度について一 

  般高齢者の 74.9％が知っている、または聞いたことはあると回答しており、要支援・ 

要介護認定の高齢者の 62.3％は知っている、または聞いたことはあると回答している。 

  

【成年後見制度の認知度】  

一般高齢者 
  

要支援・要介護認定者 

回答 割合 
 

回答 割合 

知っている 48.3% 
 

知っている 39.4% 

聞いたことはある 26.6% 
 

聞いたことはある 22.9% 

知らない 20.2% 
 

知らない 30.5% 

無回答 4.9% 
 

無回答 7.1% 

 

【成年後見制度の利用意向】 
 

一般高齢者 
  

要支援・要介護認定者 

回答 割合 
 

回答 割合 

利用したい 21.5% 
 

利用したい 19.4% 

すでに利用している 0.3% 
 

すでに利用している 1.8% 

利用したいとは思わない 25.5% 
 

利用したいとは思わない 28.2% 

わからない 47.3%  わからない 44.5% 

無回答 5.4% 
 

無回答 6.1% 

 

【家族構成】（一般高齢者調査をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし 
 27.2% 

夫婦のみ世帯 

（配偶者は65歳以上） 
31.7% 

夫婦のみ世帯 

（配偶者は64歳以下） 
3.2% 

世帯全員が65歳以上 
2.3% 

その他の世帯 
32.7% 

無回答 2.8% 

ひとりで 

住んでいる 
 23.7% 

家族と 

住んでいる 
 73.9% 

無回答 2.4% 
＜家族構成＞ ＜前回調査＞ 
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（２）平成２５年度台東区障害者実態調査 

平成２５年度に実施した台東区障害者実態調査では、56.2％の方が内容を知ってい 

る、または名前を知っていると回答している。 

【成年後見制度の認知度】 

回答 割合 
 

内容を知っている 21.5% 
 

名前は知っている 34.7% 
 

まったく知らない 38.0% 
 

無回答 5.9% 
 

 

 （３）平成２６年度区民サポーターアンケート 

平成２６年５月に実施した区民サポーターアンケートにて、一般区民を対象とした 

アンケートでは、90.2％の方が知っている、聞いたことはあると回答している。 

【成年後見制度の認知度】 

回答 割合 
 

知っている 64.5% 
 

聞いたことはある 25.7% 
 

知らない 9.3% 
 

無回答 0.5% 
 

 

【成年後見制度の利用意向】 
 

・本人が認知症等になった時 
 

・配偶者や親が認知症になった時 

回答 割合 
 

回答 割合 

利用したい 32.8% 
 

利用したい 30.6% 

利用したくない 17.5% 
 

利用したくない 25.7% 

わからない 48.1%  わからない 42.6% 

無回答 1.6% 
 

無回答 1.1% 
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台東区及び特別区部等の高齢単身世帯数の推移等 

○台東区及び特別区部等の高齢単身世帯数の推移     【単位：世帯】 

  

高齢（65 歳以上）単身世帯 

昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

（1985 年） （1990 年） （1995 年） （2000 年） （2005 年） （2010 年） 

台東区 高齢単身世帯数 3,317 4,214 5,522 7,317 9,910 11,143 

全世帯数に占める割合 5.0% 6.3% 8.1% 9.8% 12.1% 11.7% 

特別区部 高齢単身世帯数 109,652 149,575 206,194 299,358 371,641 459,968 

全世帯数に占める割合 3.3% 4.5% 5.9% 7.9% 9.0% 10.1% 

東京都 高齢単身世帯数 134,165 187,441 264,636 388,396 498,443 622,326 

全世帯数に占める割合 3.0% 3.9% 5.3% 7.2% 8.5% 9.7% 

全国 高齢単身世帯数 1,180,723 1,623,433 2,202,160 3,032,140 3,864,778 4,790,768 

全世帯数に占める割合 3.1% 4.0% 5.0% 6.4% 7.8% 9.2% 

      
 

  

高齢（75 歳以上）単身世帯 

昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

（1985 年） （1990 年） （1995 年） （2000 年） （2005 年） （2010 年） 

台東区 高齢単身世帯数 1,237 1,635 2,161 3,299 4,645 5,442 

全世帯数に占める割合 1.9% 2.4% 3.2% 4.4% 5.7% 5.7% 

特別区部 高齢単身世帯数 39,848 59,401 83,071 136,137 185,590 237,842 

全世帯数に占める割合 1.2% 1.8% 2.4% 3.6% 4.5% 5.2% 

東京都 高齢単身世帯数 48,245 73,947 105,877 175,567 246,757 323,114 

全世帯数に占める割合 1.1% 1.5% 2.1% 3.2% 4.2% 5.1% 

全国 高齢単身世帯数 413,256 639,563 917,473 1,393,063 1,966,953 2,592,614 

全世帯数に占める割合 1.1% 1.6% 2.1% 3.0% 4.0% 5.0% 

 

○高齢者の世帯形態の将来推計（全国）              【単位：万世帯】 

区 分 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 

一般世帯 5,184 5,290 5,305 5,244 5,123 

 世帯主が 65 歳以上 1,620 1,889 2,006 2,015 2,011 

 単独 498 601 668 701 730 

（比率） （30.7%） （31.8%） （33.3%） （34.8%） （36.3%） 

夫婦のみ 540 621 651 645 633 

（比率） （33.3%） （32.9%） （32.5%） （32.0%） （31.5%） 

単独・夫婦計 1,038 1,222 1,319 1,346 1,363 

（比率） （64.1%） （64.7%） （65.8%） （66.8%） （67.8%） 

（注）比率は、世帯主が６５歳以上の世帯に占める割合 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計－平成２５年１月推計－」

台東区長期総合計画策定のための基礎調査より抜粋 
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台東区市民後見等に関する検討会報告書 

 

台東区市民後見等に関する検討会 

平成２６年１１月 

 

    事務局：台東区福祉部福祉課 

         〒110-8615 東京都台東区東上野４－５－６  

 電話 03-5246-1111（代表） 

 

 


